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（
内
閣
委
員
会
）

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
九
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
及
び
行
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
位
置
等
を
表
示
す

る
保
管
場
所
標
章
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
自
動
車
の
保
管
場
所
の
位
置
等
を
表
示
す
る
保
管
場
所
標
章
を
廃
止
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


